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【障害者の場合】田中太郎　身体障害者1級　障碍者手帳交付日　平成23年5月11日
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収入金額とは・・・　社会保険料や所得税、住民税などが控除される前の総支給額（非課税分を除く）
所得金額とは・・・　給与などの収入金額に応じて必要経費相当額として定められた「給与所得控除額」を収入金額から差し引いた金額。
　　　　　　　　　　（年金の場合は「公的年金等所得算出表」から算出）
よって　「所得金額」＝「収入金額」－「必要経費」　となります。

450,000

Ⓐ

25

✓

障害者

記載例Ⓐ



【扶養控除申告書】各項目解説（記載が必要になる条件） 
区分 名称 解説 
①－Ａ 源泉控除対象配偶者 本人と生計を一にする配偶者で、今年中の合計所得⾦額の⾒積

額が95万円以下の人 
※配偶者(特別)控除を受けるには、この欄の記載の有無に関わ
らず「配偶者控除等申告書」の提出が必要→記載例B参照 

①－Ｂ 扶養親族 生計を一にする親族で、今年の所得⾦額が58万円以下の人 
 控除対象扶養親族 扶養親族の内、下記のいずれかに該当する人 

・国内居住者のうち16歳以上の人（H22.1.1以前生の人） 
・非居住者（国外に住んでいる人）のうち一定の要件に当てはま
る人（詳しくは「資料Ａ」をご確認ください） 
※「非居住者である親族」欄の該当する条件に✓が必要 

⽼⼈扶養親族(同居⽼親
等) 

扶養親族のうち 70歳以上（S31.1.1以前生）の人(左記のう
ち本人又はその配偶者の直系尊属で、本人等と同居している人) 

特定扶養親族 扶養親族のうち、19歳以上 23歳未満（H15.1.2から
H19.1.1生）の人※合計所得⾦額が58万円超123万円以
下の場合は「特定扶養親族」には該当しませんが、「特定親族特
別控除」の対象となるため「給与所得者の特定親族特別控除申
告書」の提出が必要 
→記載例B参照 

①－C 障害者 
（一般・特別・同居特別） 

本人、配偶者、扶養親族の中に自治体等から障害者判定を受
けている人※障害者手帳等の写しの提出が必要 

寡婦 本人が下記のいずれかに該当する人 
・夫と離婚した後婚姻をしていない⼈で、扶養親族を有しておりか
つ本⼈の合計所得⾦額が500万円以下である⼈ 
・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない
⼈で、本⼈の合計所得⾦額が500万円以下である⼈ 
※上記の条件に該当しても、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
ると認められる人がいる場合は該当しないので注意 

ひとり親 本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない
人で下記のいずれにも該当する人 
・⽣計を⼀にする⼦（今年の所得⾦額が 58万円以下の⼦に限
る）を有する 
・本⼈の合計所得⾦額が500万円以下である 
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない 

勤労学生 本人が学生であり、合計所得⾦額が85万円以下であり、かつ合
計所得⾦額のうち給与以外の所得⾦額が10万円以下である⼈ 

障害者又は勤労学生の内容 障害者又は勤労学生に該当する(人がいる)場合、その該当する
事実やその人の氏名を記載 
※障害者に該当する場合の書き方は、記載例Aを参照 

③ 住 ⺠
税に関す
る事項 

16歳未満の扶養親族 H22.1.2以後生の扶養親族を記載 
退職手当を有する配偶者・扶
養親族 

退職手当等（源泉徴収されるものに限る）の支払いを受ける合
計所得⾦額133万円以下の配偶者⼜は扶養親族を記載 

【給与所得⾦額算出表】国税庁HPより抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【公的年⾦等所得算出表】 
①65歳以上 
 
 
 
 
 
②65歳未満   


